
ＩＴを活用した
重要事項説明について

東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課



１．ＩＴを活用した重要事項説明
（オンラインによる重要事項説明）

宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議等のＩＴを
活用して行うことが可能になった

パソコンやテレビ、タブレット等の端末を利用して、対面と同
様に説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要

「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、対面で
行う重要事項説明と同様に取り扱うものと規定

賃貸 平成29年10月から本格運用開始

売買・交換 令和３年３月から本格運用開始



書面の電磁的方法による交付 ＋ ＩＴによる重要事項説明 だけでなく
あらかじめ書面（紙）の交付 ＋ ＩＴによる重要事項説明 も可能

従来（改正前） 現在（改正後）

重要事項の説明
（法第３５条）

• 対面による説明のみ • 対面による説明 のほか、
• オンラインによる重要事項説明

（ＩＴ重要事項説明）が可能に
☜あらかじめ相手方からの承諾が必要
☜宅建士証の提示・宅建士の説明も必要

※なお、相手方が宅建業者の場合は
説明・宅建士証提示を省略可
（重要事項説明書の交付のみでよい）

１．ＩＴを活用した重要事項説明
（オンラインによる重要事項説明）

カメラにかざし、相手方が画面上で確認



２．宅地建物取引業の書面の電子化

「重要事項説明書」「契約締結時書面」「媒介契約締結時書
面」等の書面の交付について、
相手方の承諾を得て電磁的方法で行うことが可能になった
（令和４年５月から施行）



２．宅地建物取引業の書面の電子化

従来（改正前） 現在（改正後）

法第３４条の２書面
（媒介契約締結時書面）

• 書面（紙）の交付
及び
宅建業者の記名押印が必要

• 書面（紙）の交付に代えて
電磁的方法が可能に
☜あらかじめ依頼者からの承諾が必要

• 書面（紙）の交付の場合は
宅建業者の記名押印が必要（変更なし）

法第３５条書面
（重要事項説明書）

• 書面（紙）の交付
及び
宅建士の記名押印が必要

• 書面（紙）の交付に代えて
電磁的方法が可能に
☜あらかじめ相手方からの承諾が必要

• 書面（紙）の交付の場合は
宅建士の記名は必要、押印は不要に

法第３７条書面
（売買・交換・賃貸の
契約締結時書面）



３．ＩＴを活用した重要事項説明のメリット

出展：国土交通省
ＩＴを活用した重要
事項説明に係る社会
実験のためのガイド
ライン概要
（https://www.mlit.
go.jp/common/0013
08308.pdf）

https://www.mlit.go.jp/common/001308308.pdf


４．ＩＴを活用した重要事項説明のポイント

① ＩＴ環境及び意向の確認（承諾の取得）
☜映像（動画）と音声で、双方向でやり取りできる環境が必要

② 重要事項説明書の事前送付
☜書面をあらかじめ郵送 又は 電磁的方法による提供

③ 実施前にＩＴ環境が整っていることの確認

④ 宅地建物取引士によるＩＴ重説
☜提示した宅地建物取引士証を相手方が視認できたことを確認

⑤ 機器トラブル等が解消しない場合のＩＴ重説の中止



５．宅地建物取引業法の書面の電磁的方法による
提供のポイント

① 電磁的方法による提供に係る承諾の取得
☜電磁的方法：電子メール・ＷＥＢページからダウンロード・
ＣＤ-ＲＯＭやＵＳＢメモリの交付等

② 重要事項説明書等の電磁的方法による提供の要件等
☜相手方が出力により書面（紙）を作成（印刷）できること
電子書面が改変されていないか確認できる措置を講じていること
例：電子署名やタイムスタンプ

③ 電子書面が改変されていないかどうかの確認方法の説明

④ 電子書面の保存の必要性及び保存方法の説明

⑤ 電子書面が閲覧できないトラブル等が解消しない場合の電磁的方法に
よる提供の中止



６－１．電磁的方法による書面提供のフロー
（媒介・代理契約書面）

出展：国土交通省 重
要事項説明書等の電磁
的方法による提供及び
ＩＴを活用した重要事
項説明実施マニュアル
（最終頁にリンク先記載）



６－２．電磁的方法による書面提供のフロー
（重要事項説明書）

出展：国土交通省 重要事項
説明書等の電磁的方法による
提供及びＩＴを活用した重要
事項説明実施マニュアル
（最終頁にリンク先記載）



６－３．電磁的方法による書面提供のフロー
（契約締結時書面）

出展：国土交通省 重要事項
説明書等の電磁的方法による
提供及びＩＴを活用した重要
事項説明実施マニュアル
（最終頁にリンク先記載）



７．電子署名を用いた重要事項説明書等の
電磁的方法による提供のイメージ

出展：国土交通省 重要事項
説明書等の電磁的方法による
提供及びＩＴを活用した重要
事項説明実施マニュアル
（最終頁にリンク先記載）



８．署名パネルによる確認方法のイメージ

出展：国土交通省 重要
事項説明書等の電磁的方
法による提供及びＩＴを
活用した重要事項説明実
施マニュアル
（最終頁にリンク先記載）



宅地建物取引業法の解釈や不動産取引について、
分からないことやお困りのある際は問い合わせください

東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課指導相談担当

【電話相談】都庁開庁日の９時～１７時半 ０３－５３２０－５０７１

【相談内容】宅地建物取引業法の規制対象となる内容についての相談

ＩＴを活用した重要事項説明・宅地建物取引業の書面の
電子化について、詳細はこちらをご参照ください

「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びＩＴを活用した

重要事項説明 実施マニュアル」

（令和４年４月・国土交通省 不動産業課）

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html

